
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続後に支給された国民年金 

Ｑ：父が先日亡くなりました。父の口座に

亡くなった後、国民年金が振込まれています

が、これは相続税の対象になりますか？ 

 

Ａ：相続税の対象にはならず、相続人の一

時所得になります。 

【解説】 

国民年金は、受給者の請求に基き、裁定とい

う手続きを経て受給者に支給されますが、支給

については、偶数月の15日に前２か月分の支給

がされることとなっています。 

また、受給者が死亡した場合には、死亡月に

受給権が消滅することとなっており、年金は死

亡月まで支給され、その翌月から打ち切られる

こととなっています。 

なお、受給者が死亡した場合には、その遺族

は死亡届を提出しなければならず、その死亡し

た受給者について、未支給年金があるときは、

その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄

弟姉妹でその者と生計を一にしていた者は、自

己の名で未支給年金を請求することができる

こととなっています。 

ところで、この未支給年金請求権ですが、最

高裁の判決では、相続性が否定されており、受

給者の遺族の固有の権利として請求するもの

であるとされています。 

したがって、お尋ねの年金の金額は、被相続

人の相続財産にならず、その遺族の一時所得と

として取り扱われることになります。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１１年）平成２３年   金曜日  月４  日 

 
８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 2 1 7  

 

号 


